
長濱検疫所の設置とその後の変遷について

～明治・大正・昭和の時代を担った検疫所～



明治11年（1878年）に設置された長浦消毒所は、日清戦争に伴う横須賀軍港拡張のため撤去されることとなり、明治27年（1894年）8月

11日内務省告示「衛甲第40号」をもって、神奈川県久良岐郡金沢村大字柴（現在の横浜市金沢区長浜）への移転が決定しました。

「衛甲第40号」には、「長濱二移シ」という記述が見られます。

1.長浦消毒所の移転決定

出典：国立公文書館

Ⅰ 長濱検疫所の成り立ちと変遷



「長濱消毒所」建築に伴う関係工事請負入札の公告整理表

公示日 工事名称 入札日 備考

1 明治27年9月28日 長濱消毒所地先防波堤築造工事 明治27年10月13日 契約至らず

2 明治27年10月20日 長濱消毒所地先防波堤築造工事 明治27年11月5日

3 明治27年10月27日 長濱消毒所桟橋海岸石垣その他土留石垣築立工事 明治27年11月12日

4 明治27年11月1日 長濱消毒所仮建物払下 明治27年11月16日

5 明治27年11月9日 長濱消毒所繋船浮標製造工事 明治27年11月24日

6 明治27年12月5日 長濱消毒所新築工事 建坪985坪余 大小28棟 明治27年12月17日

7 明治27年12月5日 長濱消毒所貯水池築設工事 明治27年12月20日

8 明治27年12月15日 長濱消毒所繋船浮標附属品錨及び鎖供給 明治27年12月28日

9 明治28年1月25日 長濱消毒所附属火葬室及び火葬釜築造工事 明治28年2月9日

10 明治28年2月9日 長濱消毒所表門同両脇小土堤井丸太櫛その他溝際石垣及び生垣工事 明治28年2月25日

資料：「神奈川県公報」（神奈川県立公文書館所蔵）より作成

明治27年（1894年） 9月から、「長濱消毒所」建設に伴う関係工事の請負入札の公示等が出されています（総工費は118,241円）。入札の
結果、工事は清水建設が請け負い、翌年3月に完成。新聞『日本』（明治28年4月2日号）は「長浦消毒所の落成 豫て新築中なりし長浦の
消毒所は此程竣功し内務省へ引渡されたり」と旧名で伝えています。

その後、明治29年（1896年）3月には内務省令により長濱消毒所から「長濱検疫所」と改称、以後、神奈川県、横濱税関などと所管が代
わっていきました。なお、明治32年（1899年）5月までは必要に応じて開閉所していましたが、それ以降は常設の機関となります。
戦後は、連合国第8軍第24騎兵師団が施設の一部を接収していた時期もあり、また、昭和22年（1947年）5月から昭和30年（1955年）7月
までは、海外引揚者等の受入れなどの業務にも使用されました。

2.長濱検疫所の建設

出典：新聞『日本』
（明治28年4月2日）
日本新聞博物館所蔵



大正12年（1923年）9月1日に起きた関東大震災によって、長濱検疫所の建物も倒壊などしましたが、翌年には全ての施設が原形のように
復元しました。復元前後の主な建物の建坪数を見ると、建物によって若干の違いがあることが分かります。

また、長濱検疫所は明治35年（1902年）港務部官制の施行によって神奈川県港務部の所管となり、桟橋際の港湾庁舎を本拠としていた
ほか、明治41年（1908年）には横浜港内を埋め立てて港務部見張所を建築し、番船に代えていました。 しかし、これらの施設等も関東大震
災によって全潰し、また、職員が下敷きになるなど、震災によって多くの尊い命が失われました。

3.関東大震災による被害

検疫所敷地及び主な建物の坪数について
明治43年9月 大正14年10月

敷地坪数 14,564坪 23,097坪

一号浴室 227坪 221坪

二号浴室 201.5坪 171.50坪

一号停留所 122.5坪 145.75坪[118坪]

二号停留所 96坪 105.75坪[83坪]

検疫所事務所（2階建） 68坪 140坪（68坪）

汽罐室消毒罐室及び電気室 140.5坪 133.50坪

伝染病院事務所（2階建） 73坪 84坪（63坪）

伝染病院 145.8坪 125.75坪

細菌検査所 ※１ 29.25坪 29.25坪

※1：細菌検査所については、大正14年10月のデータがないため昭和10年6月のデータを引用し
ています。

※2：大正14年10月の坪数が明治43年9月と若干異なっています。例えば一号・二号停留所に付
設した事務所分を加えていると思われるため、現在確認できる事務所の坪数を除いた建坪
を[ ]に記載しています。また、2階建の建物は延坪数を記載しているため（ ）に建坪を記
載しています。 写真：いずれも、国立科学博物館所蔵

横浜 桟橋

入口付近

横浜電気

軌道線



戦後、混乱期の長濱検疫所に関しては、以下のような記録が残っています。

①終戦、GHQから引き渡された特殊物件について各都道府県知事が委託を受け、知事は特殊物件処理委員会に附議し具体的な処分

を決定していました。

②神奈川県における「昭和22年（1947年） 2月28日元陸海軍所管土地建物に対する一時使用並びに払下申請書調」第14回委員会資料

によると、①長濱検疫所構内の建物（自動車庫、消毒倉庫）と倉庫（１棟20坪）について、「倉庫及び事務所への使用のため」とする「払

下げ」申請が2件ありましたがいずれも「保留」となっています。

③また、長濱検疫所構内の「海軍軍需部倉庫隣接の海軍用地・倉庫敷地」について、関東海運局長が「海港検疫施設強化」のため払下

申請を行い「払下げが決定」となっています。払下げの内容は「①停留所及び同所便所6棟、②停留所渡廊下1棟、③倉庫、守衛所、自

動車庫5棟、④隣接倉庫及び附属工作物1棟」合計4,070㎡、敷地3,180坪です。

④これらの施設は一号停留所・二号停留所等の施設や周辺の土地であり、払下げ後は、横浜検疫所が管理します。また、同年5月から

昭和30年（1955年）7月まで横浜援護所も使用しました。

⑤昭和22年2月28日から4月30日の「払下（使用）を許可せる物件調査」（第16回神奈川県特殊物件処理委員会）資料によれば、長濱検

疫所が管理していた①石炭5屯、②大平釜13個、③蚊帳100個について、①は製薬会社に、②は学校給食用に、③は引揚戦災者援護

用に、それぞれ払下げられています。

4.戦後の混乱期



検疫所職員の服装に関しては、文献資料や昭和初期の写真も残っています。

最初の制服は、明治32年（1899年）7月21日「海港検疫官海港検疫医官海港検疫官補海港検疫医官補海港検疫員海港検疫医員服制の
件」（勅令第350号）によって決まり、同年海港検疫医官補として長濱検疫所に勤務した野口英世も着用しています。

その後、明治35年（1902年）3月29日には「港務部職員制服の公布」（勅令第128号）が出され、続く明治42年（1909年）3月13日の「港務部
職員制服一部改正」（勅令第21号）によって、『帝国服制要覧』に掲載された「港務部職員制服」に見られる制服になりました。

その後所管の変遷を経て、昭和23年9月13日「検疫官吏服制公布」（政令第287号）、昭和27年11月1日「検疫所長等服制」（厚生省令第44
号）によって、より利便性等を考慮した制服が規定され今日に至っています。

5.検疫所職員の制服

税務医官
（昭和初期）

短剣（神戸検疫所所蔵）

（注：左の写真とは関係
ありません。）

出典：『帝国服制要覧』（明治44年）神奈川県立公文書館所蔵

大正13年「税関

港務部職員服
制」に基づく制
服

検疫員制服

昭和27年「検疫

所長等服制」に
基づく制服（昭
和55年頃）

昭和27年「検疫

所長等服制」に
基づくもので現
在の制服

検疫官制服



検疫を行うための「検疫艇」は、以下のような変遷をたどっています。

①「海港検疫法」施行前（明治32年（1899年）以前）までは、長濱検疫所での検疫は長浜沖で行っていましたが、法施行後は横浜港界附近で
行うこととなりました。本牧沖に検疫番船を停泊して船内で検疫を施行し、消毒が必要になったときに限って長浜に回航していました。検疫に
用いる番船は、随時又は常時汽船を借り入れてこれにあてていました。

②明治41年に横浜港内に港務部見張所を建設されますが、それまでは商船学校から保管転換を受けた旧軍艦「孟春号」（排水量357トン、
長さ44.5ｍ、幅6.6ｍ）を検疫番船として利用していました。また明治43年（1910年）には、患者や消毒人等を送迎するための伝馬船5艘と、水
を運ぶ水船1艘を保有していました。

③大正12年（1923年）9月の関東大震災関係では、汽船「金川丸」（明治42年建造）と汽船「曙丸」が壊れ修理を行うとともに、汽船「大正丸」
は類焼沈没しました。

④昭和以降、検疫艇は検疫官が検疫区域で「臨船検疫」を行うための輸送手段として、また患者等を埠頭まで搬送するために使用していま
すが、無線検疫の施行等により保有数が減少しており、横浜検疫所では「はまかぜ」を所属替えした後は所有していません。また、平成30年
（2018年）2月末現在、検疫艇を保有している検疫所は全国になく、業務に必要がある際に賃借契約を行い船舶を利用しています。

6..検疫艇等の変遷

検疫艇「はまかぜ」です。
昭和55年（1980年）に進水しました。
全長25.1㍍、総とん数90トン、最高速度
27.78ノットでした。
「はまかぜ」は平成23年度東京検疫所
に所属替えし、平成28年12月売却され
ました。

関東大震災で被害を
受けた汽船「金川丸」
の、一般配置図改造
案です。

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵



検疫艇には、目印となる「旗章」が掲げられています。現在の旗章は、以下のような経緯で生まれました。

①明治12年（1879年）7月14日に施行された「開港虎列刺病伝染予防規則」（太政官布告第28号）第4条に「検疫信号を掲げたる番船」とあ
り、黄一色の旗を使用したのが始まりです。

②明治35年（1902年）4月「内務省訓令」では、港務部用の船旗が定められました。白色地の上に赤色で、「Harbor master」（港長）の頭文
字「Ｈ」をほぼ全体におよぶ大きさで配したものでした。ただし、この旗章は正確には検疫専用の艇旗ではなく、港長が検疫時に使用したも
ので、その港における権限者の象徴であり、その後の検疫艇旗とは少し趣の異なるものと解されます。

③大正6年（1917年）には臨時開港検疫所用の船旗が定められていますが、先の港務部用船旗と同様と思われます。さらに、夜間は船旗
とともに提灯を用いるよう定められています。また、この船旗は、検疫実施機関の所管が大正13年（1924年）税関、昭和16年（1941年）海
務局、昭和18年（1943年）海運局へとそれぞれ移管した際にも、引き続いて使用された長い歴史があります。

④昭和22年（1947年）4月、検疫行政が厚生省へ移管されたため新しい旗章の制定が必要となり、昭和23年（1948年）4月8日厚生省訓令
第7号「検疫所において使用する船舶に掲揚する旗章に関する件」が施行されました。様式は、白色地に黄色で「Quarantine」（検疫）の頭
文字「Ｑ」を全体に配したものでありました。しかし、当時の社会経済状況から定められた図柄の染色加工ができず、黄と白の布を縫合し
て調整されるありさまで、本船その他から識別が困難であるとの指摘があり、数年を経て廃止となりました。

⑤昭和29年（1954年）6月16日、現行の旗章が厚生省訓令第3号「検疫所において使用する船舶に掲揚する旗章を定める件」によって定
められました。この様式の考案に際しては、各検疫所から原案を公募する方法が採られ、応募作品の中から部分的に特性を抽出しこれを
アレンジして決定しました。「Ｑ」は前と同様の意で濃紺により表し、地の上半分の黄色は万国共通の検疫を、下半分は海と空を表現して
います。

7.検疫艇の旗章の歴史

現行の
検疫艇旗章

最後の検疫艇「はまおぎ」
（写真：大阪検疫所撮影）



海上から見た長濱検疫所です。左側から伝染病院（屋根）、伝染病院事務所、人夫及び船員附属賄所等。山を挟んで納屋、倉庫、二号
浴室（下等船客用）、検疫所事務所、一号浴室（上等船客用）、附属舎や一号停留所（感染症の疑いがある上等船客用）が見えます。
また、海上中央では未消毒者の上陸用の桟橋を造っているほか、検疫所事務所前には既消毒者の乗船用の桟橋が見えます。

参考：「上等船客」は当時の旅客船賃「一等・二等」などの利用者、「下等船客」とは旅客船賃「三等」などの利用者です。

1.明治時代（創建時）

Ⅱ 全景写真に見る長濱検疫所の変遷

出典：『清水建設150年』清水建設株式会社



海上から見た長濱検
疫所です。波も穏やか
で、海面に検疫所の建
物等が写っています。
左側から伝染病院事
務所、人夫及び船員附
属賄所等。山を挟んで
倉庫、二号浴室（下等
船客用）、検疫所事務
所、一号浴室（上等船
客用）、附属舎や一号
停留所（感染症の疑い
がある上等船客用）が
見えます。
二号浴室と検疫所事
務所の前には物置が
あります。
また、海上、正面に未
消毒者の上陸用の桟
橋と、右側に既消毒者
の乗船用の桟橋が見
えます。

2.明治40年代の長濱検疫所



出典：『神奈川縣寫眞帖』（大正2年）
神奈川県立公文書館所蔵

海上から見た長濱検疫所
です。

左側から伝染病院事務所、
人夫及び船員附属賄所。山
を挟んで二号浴室）、検疫所
事務所、一号浴室、一号停
留所が見え、二号浴室の前
には未消毒者用の桟橋が見
えます。

3.大正時代の長濱検疫所



出典：『大正5年神奈川縣虎列刺流行誌』
神奈川県立公文書館所蔵

大正5年（1916年）7月27日、
香港を出航しタコマに向
かっていた大阪商船会社所
有の米国航路船「布哇丸」
（ハワイ丸）において、神戸
から乗船した船客が横浜港
に入港する際に数回嘔吐し
ました。

検疫官を派遣して確認し
たところ、真性コレラに罹患
しており、その船客は2日後
に死亡しました。

そのため、同船を長濱検
疫所へ回航して乗員・乗客
全てを収容（乗員133人、乗
客189人等多数収容）すると
ともに、船を消毒しました。8
月9日に停留を解きますが、
その間、患者44人、死者10
人を出しました。

【参考】大正5年の長濱検疫所布哇丸事件



関東大震災後の長濱検疫所については、「長濱検疫所之圖」（大正14年10月1日発行、横濱税関港務部）の中に、「大正12年9月1日
の大震災に依り旧来の木造の建物は倒壊して到底修繕の見込なきを以て殆んど全部改築の上原形の如く復元せしめたり。」という記
載があります。

また、神奈川県立公文書館所蔵の『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課建物』等によると、古材等も使用して改築した施設のほ
か、新築されたと思われる施設もあったことが分かります。

4.大正時代、関東大震災後の長濱検疫所

出典：



①
創
建
当
時

②
関
東
大
震
災
後

二号浴室 検疫所事務所

明治28年に完成後、大正12年
9月の関東大震災で建物は倒壊
などしましたが、翌年には全ての
施設が原形のように復元しまし
た。
創建当時と震災後の写真を見
比べると、検疫所事務所や二号
浴室などでは、屋根や壁等が震
災前と異なる外観となっているこ
とが分かります。

【参考】創建当時と関東大震災後の長濱検疫所の比較



昭和26（1951）年頃 昭和58（1983）年

5.昭和時代の横浜検疫所長浜措置場（全景）・埋立てなど（地域の変化）



（1）上水道等について
施設内に自噴の井戸が3か所あり、300トン、100トン、80トンの貯水槽があり施設に給水していました。創建当時、鉄管の長さは185間

5尺（約0.4㎞）あり、また、震災後の被害状況調査によると約4,600尺（約1.4㎞）でした。なお、下水道もあったようですが詳細は不明です。

（2）線路
施設内には荷物の搬入等のため「軽便線路」がありました。線路は、未消毒桟橋・既消毒桟橋、一号浴室・二号浴室、汽罐及び消毒

所や一号停留所の周辺など隈無く行き渡っていたようです。明治43年（1910年）当時の長さは総延長で640間5尺（約1.2㎞）あり、また、震
災後の被害状況調査によると総延長は4,700尺（1.4㎞）でした。

（3）桟橋について
陸から海側に向けて2本の桟橋が延びており、左側が未消毒桟橋（上陸用）で、右側が既消毒桟橋（乗船用）でした。図面では同じ長

さのように見えますが、未消毒桟橋は60間（109メートル）、既消毒桟橋が65間（118メートル）で9メートル既消毒桟橋が長かったようです。

（4）防波堤について
２つの防波堤から構成されており、長い方が北方防波堤で140間（254メートル）、短い方が南方防波堤で50間（90メートル）ありました。

①

②
③

震災後の施設全景写真
に見られる荷物を押す
職員（白色）

「長浜検疫所之圖」（明
治43年12月）に描かれて
いる線路（①）、桟橋（②）
及び堤防（③）

1.長濱検疫所のライフライン

Ⅲ 写真・図面等に見る施設の詳細



（1）大正時代

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

①一号停留所の内部

廊下 食堂 談話室



（1）大正時代

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

②二号浴室等

二号浴室の内部

③一号浴室の内部

海側より撮影

浴槽の手前で汚染された衣類を
脱ぎ「薬浴槽」に浸かった後、消毒
された衣類に着替えていました。

手前が脱衣所です。奥には浴槽
とシャワー等が見えます。



（1）大正時代

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

④細菌検査室
細菌検査室の内部

西側より撮影



（1）大正時代

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

⑤汽缶室 ⑥消毒室

消毒を効果的に行うため蒸気と共に加熱によ
る消毒を行っていました。

船客等が脱いだ衣類を薬剤等で消
毒していました。

衣類は「番号札」を付けて船客等が
間違えないようにしていました。



（1）大正時代

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

⑦船塵消毒所

本船塵介消毒室

船内に潜んでいるねずみやノミが病原体を運ぶため、荷物
等を下ろした後、船舶を消毒・燻蒸していました。



（2）昭和28（1953）年

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

①横浜検疫所長浜措置場全景
②一号停留所及び附属舎全景

海上より撮影

西側より撮影

東側より撮影

③一号浴室及び事務所遠望



2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

④一号停留所 ⑤二号停留所

海側より撮影

山側より撮影

海側より撮影

山側より撮影

（2）昭和28（1953）年



2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

⑥一号浴室・既消毒休憩室 ⑧渡り廊下（一号浴室～一号停留所間）

海側より撮影

⑦一号浴室・未消毒待合所（手前）等

山側より撮影

東側より撮影

（2）昭和28（1953）年



2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

⑨事務所 ⑩二号浴室

海側より撮影

山側より撮影

海側より撮影

山側より撮影

（2）昭和28（1953）年



2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

⑪細菌検査室 ⑫試験動物舎（旧細菌検査室）

海側より撮影

山側より撮影

西側より撮影

（2）昭和28（1953）年



2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

海側より撮影

⑬伝染病院

山側より撮影

⑭伝染病院事務室

海側より撮影

山側より撮影

（2）昭和28（1953）年



（3）昭和40（1965）年～50（1975）年頃

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

①事務所、一号浴室及び一号停留所遠望

海側より撮影

②一号浴室及び事務所遠望

③事務所

④試験動物舎（旧細菌検査室）及び伝染病院

東側より撮影 東側より撮影

海側より撮影

⑤一号浴室及び事務所遠望［昭和48（1973）年］

山側より撮影

⑥防波堤［昭和48（1973）年］

東側より撮影



（3）昭和59（1984）年

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

①全景

海側より撮影 東側より撮影
②事務所及び一号浴室

海側より撮影

海側より撮影

③附属舎（三号停留所・迎賓館） ④一号浴室及び事務所遠望



（3）平成3（1991）年・6年（1994）

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真

①横浜検疫所長浜措置場門柱（平成3年）

山側より撮影

④一号浴室及び事務所遠望

②一号停留所及び附属舎（三号停留所・迎賓館）（平成6年）

いずれも海側より撮影

③一号停留所（平成6年）

④附属舎（三号停留所・迎賓館）（平成6年）



（3）検疫所本所の施設等

出典：『神奈川縣港務部要覧』
神奈川県立公文書館所蔵

現在の横浜
検疫所本所が
入居する横浜
第二港湾合同
庁舎です（昭和
48年竣工）。

大桟橋の入
口にあります。

昭和27年竣工の横浜
検疫所本所専用の庁
舎です。

現在の庁舎（下の写
真）から数十メートルほ
ど大桟橋寄りにありま
した。

明治35年（1902年）「港務部官制」の施行により、検疫業務が神奈川県港務部の所掌となります。
右上は当時の港務部本庁舎です。庁舎の後方には桟橋があり船舶からの煙が見えます。
左下は港務部見張所です。明治41年（1908年）横浜港内を埋め立てて設置しました。階上に見晴台があります。

1階には事務室、寝室、賄所や浴室などを備えていました。見晴所の職員は、入港船があるごとに港界線附近に
停泊した小蒸気船上で臨検を行い、消毒等必要な場合は長濱検疫所へ廻航するよう命じていました。

2.長濱検疫所・横浜検疫所の主な施設の写真



（1）長浜検疫所之圖（明治43年9月10日実測神奈川縣港務部）

敷地約14,370坪、建物約

1,244坪、棟数38、海中に120

間の防波堤、その内に65間

の木造桟橋を架し、船客や貨

物の陸揚げに用いていまし

た。

上等船客用に14の停留室、

下等船客用には100人収容

の停留室があり、それぞれ男

女の浴場、化粧室があった

ほか、消毒施設はもちろん、

食堂、談話室、伝染病院、火

葬場まで設けられ、当時とし

ては本格的な検疫所でした。

3.長濱検疫所の図面



3.長濱検疫所の図面

（2）長浜検疫所之圖（明治43年12月）港務部



出典：『神奈川縣港務部要覧』
神奈川県立公文書館所蔵

3.長濱検疫所の図面

（3）長濱検疫所（明治43年神奈川縣港務部要覧）



3.長濱検疫所の図面

（4）長濱検疫所案内（大正10年）



（5）長浜検疫所の図（昭和10年6月）横須賀鎭守府検閲済

3.長濱検疫所の図面



（6）長濱検疫所平面圖（昭和12年11月20日）横須賀鎭守府検閲済

昭和12年10月、内務省衛生局より長濱検疫所
の設備等について調査があり作成されました。

平面図の凡例を見ると「10 三号停留所」と書かれ
ています。
「2 一号停留所」の右前方にあった建物です（矢印）。
取り壊す前には「迎賓館」と呼ばれていました。

3.長濱検疫所の図面

三号停留所（昭和28年）
です。



（7）横浜検疫所長浜措置場建物配置図（昭和61年3月）

出典：建設省関東地方建設局営繕部
「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

3.長濱検疫所の図面



（1）一号停留所

食堂（昭和28年）出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵

大正13年6月4日起案の「長濱検疫所一号停留所其他復旧工事設計書」には、「一号停留所改築」と書かれて

おり、古材等も使用したようです。右上は小屋組の詳細図、中央上は小屋伏図、左上は床伏図、左中は基礎伏

図、左下は平面図、中央は食堂の南北方向の断面図です。

右上が停留所全体の平面図、右下が南北方向の断面

図です。出窓が設けられたことが分かります。

壁に取り付けられた窓の内側には両開き式のカーテン

があり、丈はカーテンレールから床上まであります。

食堂の写真にカーテンが見られます。

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵



（2）検疫所事務所

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵

出典：「大正12年～昭和2年港務部営繕管理課」神奈川県立公文書館所蔵

震災後の事務所について、「大正12年9月1日 震災被害調査表控」 では、「傾斜 大

破壊」とあり、大正13年2月25日起案には「長濱検疫所事務室其他新改築工事設計
書」（事務所を事務室と表現）とあることから「新築」であったことが推察されます。

事務所階段です。

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面

写真①

写真②

写真①
写真②

正面２階には、
葡萄紋様の花
飾りの漆喰細
工を施した「ペ
ディメント」が設
けられました。



（3）伝染病院

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵

伝染病院は幅65㎝ある「煉瓦隔壁」が特徴で、病室と事務部門
を分けていました（写真①）。 図面の矢印の

当たりから撮影
した写真です
（昭和28年）。
写真左側に
「煉瓦隔壁」（矢
印）が見えます。

昭和28年当
時の伝染病院
の室内です。

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面

写真①

写真①



（4）細菌検査室

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵

野口英世が勤務した
細菌検査室です。
震災前と同じ建坪
（29.25坪〔96.5㎡〕）に改
築しました。
右下の図面の左側が
検査室（6室）で渡り廊
下を経て右側に控室が
ありました。
昭和24年からは、試
験動物舎として使用し
ていました。

昭和28年当時
の試験動物舎内
部の写真です。
うさぎが見えま
す。

試験動物舎控室と
廊下（昭和46年）

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面



（5）一号浴室

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵

一号浴室は、上等船客用の浴室として設けられました。
船客等は、まず図面①未消毒待合所で脱衣カゴに衣類を脱ぎ、②へ移動します（脱いだ衣類と持参物は全て消毒室で消毒されます）。
そして②でシャワーを浴び、浴槽につかって薬物消毒を行います。入浴後は③既消毒休憩所へ移動し、用意された浴衣、帯、草履に着替え
てくつろいだようです。その後、消毒された衣類に再び着替え、既消毒桟橋を渡って帰船しました。なお、明らかな病人は伝染病院へ、感染
症の疑いのある方々は一号停留所へ移動しました。また、浴室には医師等を配置していました。

昭和28年当時、
一号浴室既消毒
休憩所内部（写
真左側が浴室、
右側がトイレで
す。）

昭和28年当時、
一号浴室の浴室
内部です。
シャワーが上
に見えます。

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面

③

②

①



（6）二号浴室

①

出典：『大正12年～昭和2年港務部営繕管理課』神奈川県立公文書館所蔵

二号浴室は、下等船客用の浴室として設けられました。
一号浴室と同様に、船客等は、図面①未消毒待合所→②浴槽→③既消毒休憩所へと移動し、消毒された衣類に再び着替え、既消毒桟橋
を渡って帰船しました。
明らかな病人は伝染病院へ、感染症の疑いのある方々は二号停留所へ移動しました。また、浴室には医師等を配置していました。

昭和28年当時、二号浴室内の写真です。前室の次が
浴槽、シャワー室の順になっています。

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面

② ③①



【参考】長濱検疫所一号浴室及び二号浴室利用者に対する説明書（昭和5年5月）

①一号浴室用

表 裏

消毒を命ぜられた上等船客などは、施設の説明書を検疫所職員から配布されました。
表に未消毒桟橋から一号浴室までの移動図、裏には一号浴室内の利用方法が書かれています。
なお、説明書では、施設内の未消毒箇所を朱書きにして注意喚起を図っていました。
同様に、二等浴室利用者にも一号浴室利用者と説明書が配布されていました（次のページをご覧ください。）。

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面



表 裏

4.関東大震災復旧工事の主な施設の図面

②二号浴室用

【参考】長濱検疫所一号浴室及び二号浴室利用者に対する説明書（昭和5年5月）



（1）一号停留所

出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）



出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）

（2）二号停留所



出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）

（3）検疫所事務所①



出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）

（3）検疫所事務所②



5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）

（4）一号浴室

出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」



出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）

（5）二号浴室①



出典：建設省関東地方建設局営繕部「横浜検疫所長浜措置場建築調査記録」

5.横浜検疫所長濱措置場の主な施設の図面（昭和61年3月）

（5）二号浴室②



検疫制度百年史（厚生省公衆衛生局）
検疫制度100周年記念誌（昭和54年7月（財）日本検疫衛生協会）
明治27年8月11日内務省告示「衛甲第40号」（国立公文書館）
新聞『日本』（明治28年4月2日）（日本新聞博物館）
神奈川県公報（神奈川県立公文書館所蔵）
関東大震災写真（国立科学博物館所蔵）
昭和21年特殊物件処理委員会関係綴計画課（神奈川県立公文書館所蔵）
帝国服制要覧（神奈川県立公文書館所蔵）
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